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従業員の市･県民税は特別徴収の実施を！
※ 地方税法第321条の４および各市町の条例（勝山市は「勝山市税条例第44条」）により、所得税の源泉徴収義務のあ
る事業者（給与支払者）は、原則、特別徴収義務者として従業員（給与所得者）の市･県民税の特別徴収を行うことと
なっています

◆個人住民税の特別徴収とは
　所得税の「源泉徴収」にあたるものが、市･県民税では「特別徴収」と呼ばれています。
　所得税の源泉徴収と同様に、事業者は、従業員が納めるべき市･県民税を毎月の給与から天引きし（特別徴収）、従業
員の住所地の市町に納めます。

◆特別徴収の利点（メリット）
•従業員の納付の手間が省けます（銀行などに出向く必要や、納め忘れがなくなります）
・ 普通徴収（納付書での納付）の納期は４期（年４回）であるのに対し、特別徴収は毎月（年12回）であるため、１回
あたりの納付額が小さくなります
※ 従業員ごとの市･県民税額は、各市町で計算されて各事業所に通知されますので、事業者にとっては、所得税の年末調
整をするような手間はかかりません
 問　税務課（☎88‐8101）

事業者の皆さまへお知らせです事業者の皆さまへお知らせです

給
与
所
得
者

給
与
支
払
者

市　
　
　

町

④税額の通知
（税額決定通知書の配布）

①給与支払報告書の提出

1月31日まで

③税額の通知

5月31日まで

⑥税額の納入

翌月10日まで

⑤税額の徴収

6月から翌年5月までの給与支払日

②
税
額
の
計
算
・
決
定

　

こ
の
た
び
、
遺
族
の
か
た
が
年
金
と
し

て
受
給
す
る
生
命
保
険
金
の
う
ち
、
相
続

税
の
課
税
対
象
と
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て

は
、
所
得
税
の
課
税
対
象
に
な
ら
な
い
と

す
る
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
年
金
に
係
る
税

務
上
の
取
り
扱
い
が
改
め
ら
れ
、
平
成
17

年
分
か
ら
平
成
21
年
分
ま
で
の
各
年
分
に

つ
い
て
、
所
得
税
を
納
め
過
ぎ
と
な
っ
て

い
る
か
た
は
、
そ
の
納
め
過
ぎ
の
所
得
税

が
還
付
と
な
り
ま
す
。
お
手
数
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
必
要
な
手
続
き
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
に
な
る
か
、
大
野
税
務
署
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

「
振
り
込
め
詐
欺
」
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
（
還
付
金
の
受
け
取
り
の
た
め
に
、

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
）

問　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

w
w
w
.nta.go.jp

　
　

大
野
税
務
署　
　

（
☎
66
‐
２
１
８
０
（
音
声
案
内
））

　

市
税
の
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
不

動
産
を
、
左
記
の
と
お
り
公
売
し
ま
す
。

　

購
入
を
希
望
さ
れ
る
か
た（
法
人
も
可
）

は
、
公
売
保
証
金
を
持
参
の
う
え
、
入
札

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
見
積
価
格
以
上

の
最
高
価
格
入
札
者
が
買
い
受
け
人
と
な

り
ま
す
。

【
入
札
】

と　

き
▼
12
月
２
日
（
木
）
午
前
10
時
〜

と
こ
ろ
▼
市
民
会
館　

２
階　

会
議
室

公
売
物
件
▼
下
記
の
と
お
り

見
積
価
格
▼
一
括
し
て
２
０
８
０
万
円

公
売
保
証
金
▼
２
０
８
万
円

※ 

詳
細
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
税

務
課
ま
で

相
続
や
贈
与
な
ど
に
係
る

相
続
や
贈
与
な
ど
に
係
る

　

生
命
（
損
害
）
保
険
契
約
な
ど
に
基
づ
く

　

生
命
（
損
害
）
保
険
契
約
な
ど
に
基
づ
く

　
　

年
金
の
税
務
上
の
取
り
扱
い
の
変
更
に
つ
い
て

　
　

年
金
の
税
務
上
の
取
り
扱
い
の
変
更
に
つ
い
て

不
動
産
公
売
の
お
知
ら
せ

不
動
産
公
売
の
お
知
ら
せ

問　

税
務
課　
　

  　
（
☎
88
‐
８
１
０
１
）

土地所在地　勝山市旭毛屋町
地番 2701番 2703番 合計

地目 田（現況：宅地） 田（現況：宅地）

地積 132.00㎡ 928.00㎡ 1060.00㎡

勝山ニューホテル●

→至大野市←至市街地
↓
至
勝
山

　

南
部
中
学
校

国保
「
特
定
健
康
診
査
」
で
メ
タ
ボ
予
防

年金
国
民
年
金
保
険
料
は

　
　
　

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す

　
「
特
定
健
診
」、「
メ
タ
ボ
」。
皆
さ
ま
も
一

度
は
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

40
歳
か
ら
急
激
に
増
え
る
医
療
費
。
特
定
健

診
を
受
診
し
て
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
や
早

期
発
見
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

勝
山
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に

は
、
５
月
に
ご
案
内
と
受
診
券
を
郵
送
し
て

い
ま
す
。
も
し
、
受
診
券
が
お
手
元
に
な
い

場
合
は
、
健
康
長
寿
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

【
集
団
健
診
】

と　

き
▼
11
月
14
日
（
日
）、12
月
６
日
（
月
）

　
　
　
　

午
前
８
時
30
分
〜
10
時
30
分

と
こ
ろ
▼
す
こ
や
か

【
医
療
機
関
健
診
】

期　

間
▼
平
成
23
年
１
月
31
日
（
月
）
ま
で

　

受
け
付
け
時
間
は
各
医
療
機
関
の
診
察
時

間
に
限
り
ま
す
。
事
前
に
各
医
療
機
関
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

木　

下　

医　

院 

（
☎
87
‐
3
3
3
3
）

ク
リ
ニ
カ
・
デ
・
ふ
か
や（

☎
88
‐
0
0
1
1
）

佐
々
木
胃
腸
科
外
科
医
院（

☎
87
‐
2
6
1
6
）

竹
下
中
央
内
科
医
院 

（
☎
88
‐
1
1
2
1
）

武
藤
外
科
医
院 

（
☎
88
‐
0
2
6
6
）

福
井
社
会
保
険
病
院 

（
☎
88
‐
8
1
6
6
）

芳　

野　

医　

院 

（
☎
88
‐
2
0
0
5
）

　

治
療
中
の
か
た
は

　
　
　

診
療
情
報
の
提
供
を

　

勝
山
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
よ
り
多
く

の
皆
さ
ま
に
特
定
健
診
を
受
診
し
て
い
た
だ

き
た
く
、例
年
、未
受
診
者
へ
の
周
知
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

　

未
受
診
者
の
中
に
は
、
既
に
医
療
機
関
に

お
い
て
特
定
健
診
に
相
当
す
る
診
療
を
受
け

て
い
る
か
た
も
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
か

た
も
未
受
診
者
と
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
か
た
か
ら
特
定
健

診
に
相
当
す
る
診
療
情
報
（
検
査
結
果
）
を

提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
特
定
健
診
を

受
診
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

現
在
、
特
定
健
診
未
受
診
者
に
は
、
後
日

ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
受
診
の
際
に
は
か
か

り
つ
け
の
医
療
機
関
へ
用
紙
を
持
参
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問　

市　

民　

課 

（
☎
88
‐
8
1
0
2
）

　
　

健
康
長
寿
課 

（
☎
87
‐
0
8
8
8
）

　

年
末
調
整
な
ど
税
務
申
告
の
際
に
、
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
か
た
が
社
会
保

険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、「
社
会
保

険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

ま
た
は
領
収
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

平
成
22
年
中
（
平
成
22
年
１
月
１
日
か
ら

９
月
30
日
ま
で
）
に
納
付
さ
れ
た
国
民
年
金

保
険
料
の
金
額
を
証
明
す
る
控
除
証
明
書

が
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
際
に
必

ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
10
月
１
日
〜
12
月
31
日
ま
で
の
控

除
証
明
書
は
、
来
年
２
月
に
送
付
さ
れ
ま
す

の
で
、
平
成
22
年
の
年
末
調
整
時
に
は
、
領

収
書
の
添
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
場
合
は
、
納
付
さ
れ
た
か
た
の
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す

　
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
の

　
　
　
　
　
　

提
出
を
忘
れ
ず
に

　

所
得
税
法
に
よ
り
、
老
齢
年
金
は
雑
所
得

と
し
て
所
得
税
が
か
か
り
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
、
老
齢
年
金
の
年
金

額
が
１
０
８
万
円
以
上
（
65
歳
以
上
の
か
た

は
１
５
８
万
円
以
上
）
の
か
た
に
「
公
的
年

金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
」（
ハ

ガ
キ
）
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
早
め
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
は
、
来
年
２
月
支
払
い
分
の
年
金
額

か
ら
控
除
さ
れ
る
税
金
の
基
礎
と
な
り
ま
す
。

※ 

控
除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
と
な
る
か

た
が
い
な
い
場
合
で
も
、
年
金
受
給
者
本

人
に
か
か
る
基
礎
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
に

関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１　

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
を
受
け
て
い

る
人
に
も
送
付
さ
れ
る
の
？

Ａ　

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
、
所
得
税
の

課
税
対
象
で
は
な
い
（
非
課
税
）
の
で
、

源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ
２　

扶
養
親
族
の
状
況
が
変
わ
っ
た
場

合
、
何
か
届
出
を
す
る
必
要
は
あ
る
の
？

Ａ　

年
の
途
中
で
扶
養
親
族
が
増
え
る
な
ど

扶
養
親
族
の
状
況
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、

最
寄
り
の
税
務
署
で
確
定
申
告
を
行
い
、

所
得
税
の
過
不
足
分
を
精
算
し
て
く
だ
さ

い
。

Ｑ
３　

夫
婦
で
年
金
を
受
け
て
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
扶
養
親
族
等
申
告
書
が
送
付
さ
れ

て
き
た
が
、
長
男
を
そ
れ
ぞ
れ
の
扶
養
控

除
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
可
能
？

Ａ　

扶
養
控
除
の
対
象
は
、
ど
ち
ら
か
一
方

し
か
で
き
ま
せ
ん
。

問　

福
井
年
金
事
務
所
（
お
客
様
相
談
室
）

（
☎
０
７
７
６
‐
23
‐
４
５
１
８
）

　
　

市
民
課 

（
☎
88
‐
８
１
０
２
）
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